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はじめに

本事業は、エネルギーの安定的かつ適正な供給、国際競争力の強化及び産業の振興、

地域の活性化を目的として定められた「電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法」（平成 23年法律第 108号）の趣旨を踏まえ、これに対応す
る形で計画された太陽光発電事業です。

再生可能エネルギーの 2030年度政府導入目標は、電源構成比率 22～24％を目標と
している一方で、新エネルギー源比率は 6.9%（2016 年）であるため、導入目標達成
へはより一層の普及が必要とされています。また、神戸市環境マスタープランを基盤

とする「環境貢献都市 KOBE」を掲げている神戸市においては、次世代エネルギーや
再生可能エネルギーの利用拡大を目指した取り組みが進められ、地元経済への貢献を

最大化すべく各種の施策が推進されています。

本事業は、日本経済の源である政府エネルギー政策推進、神戸市環境政策の促進、

神戸市内企業との連携を主とした地元経済貢献などの一助となるべく、太陽光発電設

備を建設することにより、CO2 排出を抑えたクリーンな電力を長期にわたり安定的に

供給することを目的としています。
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事業計画の概要

● 事業者の氏名及び住所

事業者の氏名 
バイワ アール イー ジャパン

BayWa r.e.Japan 株式会社 代表取締役 伊藤 正裕 

事業者の住所 東京都港区浜松町 2-1-17 松永ビル 4階 

● 対象事業の名称、種類、位置及び規模

事業の名称 （仮称）神戸山田太陽光発電所建設事業 

事業の種類 太陽光発電所の建設 

事業実施区域の位置 神戸市北区山田町坂本、東下、中 

事業の規模 事業地面積：111.3ha 発電出力：40MW 

事業実施区域の位置

事業実施区域

事業実施区域
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●対象事業の内容

土地利用計画

本事業の土地利用計画の概要は、下表及び下図に示すとおりです。

事業実施区域である 111.3ha のうち、ソーラーパネル等の施設は 39.7ha（全体の
35.7％）に設置し、その周囲に残置森林 63.9ha、造成森林 5.8ha、計 69.7ha（全体の
62.6％）の森林を配置する計画です。また、防災施設として、ソーラー施設用地の南側
と北東側に防災調整池を計 2箇所設置する計画です。発電出力は 40MWであり、発電
した電力は固定価格買取制度により全量を関西電力株式会社に供給予定です。

土地利用計画図

凡　例

区　分 名　　称

ソーラー施設用地

造成森林

残置森林

管理用道路

水面

池

ダム堤体

法面（緑地）

事業実施区域

利用区分 面積(ha) 比率(％) 

ソーラー施設用地 39.7 35.7 

森 林 69.7 62.6 

造成森林 5.8 5.2 

残置森林 63.9 57.4 

道 路 0.2 0.2 

調整池 1.2 1.0 

水 域 0.4 0.4 

付替河川 0.1 0.1 

合計 111.3 100.0 
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施設等の配置計画

施設等の配置計画は、下表及び下図に示すとおりです。

ソーラーパネルで発電された直流の電気は、パワーコンディショナーで交流に変換

します。交流に変換した電気は、変電設備へ集電して昇圧します。その後、送電設備

を通して関西電力株式会社の送電線へ接続する計画です。

施設等の配置計画図

凡 例 

ソーラーパネル 

サブ変電設備 

    スイッチギア 

名 称 内 容

ソーラーパネル
多結晶シリコン太陽電池モジュール 約 18万枚
（パネルの大きさ：約 1.6m☓約 1m）

パワーコンディショナー（PCS） 直流→交流変換 約 1,000台

受変電設備 22kV→77kV 1基

防災調整池 2箇所
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工事計画

工事計画の概要

工事は、まず準備工事として仮設沈砂池、調整池設置等の防災工事や伐採工事を行

った後、切土・盛土工事等の造成工事に着手する計画です。その後、架台、ソーラーパ

ネル設置等の施設建設工事、ケーブル設置等の電気工事を行う計画です。

工事工程

工事期間は、約 2 年 8ヶ月間で計画しています。このうち、準備工事や造成工事等
の土木工事は着工から約 2 年間、施設建設工事や電気工事は土木工事後半から並行し
て約 1年 6ヶ月間行う計画です。なお、工事は原則として、日曜日を除いた月～土曜
日の 8:00～18:00の時間帯に実施する計画です。

工事工程表

切土・盛土計画

造成工事においては、場内で切土・盛土の土量バランスを図る計画です。

防災計画

土地の造成に伴い、事業実施区域からの流出水が一時的に増加することが想定され

ます。このため、ソーラー施設用地の南側と北東側に防災調整池を計 2 箇所設置し、
洪水時にソーラー施設用地からの雨水流出量を調整して下流へ放流する計画です。

緑化計画

土地の造成に伴って出現する切土・盛土法面等には、苗木の植栽等を行い、造成森

林を整備する計画です。なお、植栽にあたっては、当該地域の植生を考慮した樹種を

選定することとします。

準備工・伐採工

防災工

造成土工

雨水排水工

基礎設置工

架台設置工

パネル設置工

配管・配線工

試験・調整

後片付け

3年目

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1年目 2年目
工種

7 8 91 2 3 4 5 6
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工事関連車両の運行計画

工事関連車両の走行ルート

工事関連車両の走行ルートは、「事業実施区域南東側の阪神高速 32号線新神戸トン
ネル、国道 428号線、主要地方道神戸加東線（県道 85号線）、市道東下 6号線を通行
して事業実施区域に入るルート」と「事業実施区域南西側の主要地方道神戸加東線（県

道 85号線）、市道東下 6号線を通行して事業実施区域に入るルート」の 2ルートを計
画しています。

工事関連車両の種類

工事関連車両は、主に工事現場への通勤車両とソーラーパネル、架台、ケーブル等

の資材の運搬車両の 2 種類です。なお、切土・盛土工事で発生する土は、すべて事業
実施区域内で処理する計画です。



7

環境影響要因の抽出及び環境影響評価項目の選定

環境影響要因の抽出結果

区分 行為等 

工事 

 土地の造成（樹木の伐採、切土工、盛土工等） 
 施設等の建設（ソーラーパネル、架台、基礎杭、ケーブル等の設置） 
 工事関連車両の走行（ソーラーパネル、架台、基礎杭、ケーブル等の搬入） 

存在  太陽光発電施設の存在 

供用  太陽光発電施設の稼働 

環境影響要因と環境要素の関連表

環境影響要因の区分 工事 存在・供用

環境要素の区分 
細区分

細区分 

造
成
・
建
設
工
事
等

工
事
関
連
車
両
の
走
行

施
設
の
存
在

施
設
の
稼
働

(1) 大気質 

二酸化窒素（NO2） ● ●   

浮遊粒子状物質（SPM） ● ●   

粉じん等（降下ばいじん） ● ●   

(2) 騒音・低周波音 
騒音レベル ● ●  ● 

低周波音圧レベル    ● 

(3) 振 動 振動レベル ● ●  ● 

(4) 悪 臭 

(5) 水 質 浮遊物質量（SS） ●    

(6) 底 質 

(7) 地下水質 

(8) 土 壌 

(9) 地形・地質 重要な地形・地質 

(10) 地 盤 地盤の安定性 ●    

(11) 日 照 

(12) 風 害 

(13) 植 物 植生・植物相、重要な種及び群落 ●  ●  

(14) 動 物 動物相、重要な種及び注目すべき生息地 ●  ●  

(15) 生態系 上位性・典型性・特殊性の注目種、種多様性 ●  ●  

(16) 人と自然との触れ合い活動の場 自然歩道  ●   

(17) 景 観 主要な眺望点からの眺望景観   ●  

(18) 文化環境 重要な文化財等 

(19) 廃棄物等 建設廃材等 

(20) 地球温暖化 温室効果ガス（二酸化炭素） ● ●  ● 

(21) オゾン層破壊 特定フロン等 

(22) 光 害 ソーラーパネルによる反射光   ●  

(23) 微気象変化 
ソーラーパネル周辺の気温・風況の変化   ●  

事業実施区域周辺の風況変化   ●  

注）表中の「●」は、環境影響評価項目として選定した項目であることを示します。
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調査・予測及び評価の手法

● 調査及び予測の手法

大気質・騒音・低周波音・振動

調査・予測の手法の概要

環境要素 調査項目 予測手法 

大気質 

二酸化窒素 

（NO2） 

 地上気象（風向・風速・温度・湿
度） 

 二酸化窒素（NO2） 

 大気拡散式（プルームパフ式）によ
る二酸化窒素の予測 

浮遊粒子状物質

（SPM） 

 地上気象（風向・風速・温度・湿
度） 

 浮遊粒子状物質（SPM） 

 大気拡散式（プルームパフ式）によ
る浮遊粒子状物質の予測 

粉じん等 

（降下ばいじん）

 地上気象（風向・風速・温度・湿
度） 

 粉じん（降下ばいじん） 

 ユニット法による降下ばいじん量の
予測 

騒音・ 

低周波音

騒音レベル 

 一般環境中の騒音 
 道路交通騒音 
 交通量 
 設備の稼働に伴う騒音 

 日本音響学会提案式を用いた予測 
 音の伝搬理論式を用いた予測 
 類似施設調査結果をもとにした定量
的な予測 

低周波音圧レベル
 一般環境中の低周波音 
 設備の稼働に伴う低周波音 

 音の伝搬理論式を用いた予測 
 類似施設調査結果をもとにした定量
的な予測 

振動 振動レベル 

 一般環境中の振動 
 道路交通振動 
 設備の稼働に伴う振動 

 距離減衰式を用いた予測 
 建設省土木研究所提案式を用いた予
測 

 類似施設調査結果をもとにした定量
的な予測 

注）設備の稼働に伴う騒音や低周波音、振動については、西日本で現在稼働中の太陽光発電所 2箇所で類似施設調査を行いまし
た。調査は、現時点で対象事業に導入を予定している発電設備と同一あるいは発電能力が類似する設備が使用されている太

陽光発電所で行っています。

水質・地盤

調査・予測の手法の概要

環境要素 調査項目 予測手法 

水 質 
浮遊物質量

（SS） 

 晴天時の河川水質（pH、BOD、SS、
DO、大腸菌群数、Zn、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその

塩、流量） 

 降雨時の河川水質（SS、濁度、流
量） 

 土壌沈降試験 

 雨水排水計画、工事計画及び土砂の
沈降特性等をもとに、定量的に予測

地 盤 地盤の安定性 － 
 事業計画の諸元に基づき、盛土計画
区域の地盤の安定性を定性的に予測
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植物・動物・生態系

調査・予測の手法の概要

環境要素 調査項目 予測手法 

植 物 
重要な植物種 

及び植物群落 

 植物相（維管束植物、藻
類） 

 植生（植物群落） 

 重要な植物種及び植物群落の分布状況と事業計
画を重ね合わせ、地形改変等による直接的影響

の程度を定量的に予測 

 生育環境の変化等による間接的影響について
は、類似事例や科学的知見をもとに定性的に予

測 

動 物 

重要な動物種 

及び注目すべき

生息地 

 哺乳類 
 鳥類（一般鳥類、猛禽類）
 爬虫類、両生類 
 昆虫類、陸産貝類 
 魚類、底生動物 

 重要な動物種及び注目すべき生息地の分布状況
と事業計画を重ね合わせ、地形改変等による直

接的影響の程度を定量的に予測 

 生息環境の変化等による間接的影響について
は、類似事例や科学的知見をもとに定性的に予

測 

生態系 

生態系の上位

性・典型性・特

殊性の注目種、

種多様性 

 生態系の上位性・典型性・
特殊性の注目種 

 地域の生態系の上位性・典型性・特殊性の注目
種の生育・生息環境と事業計画を重ね合わせる

こと等により、事業の実施が生態系に及ぼす直

接的・間接的影響を可能な限り定量的に予測 

人と自然との触れ合いの活動の場・景観・地球温暖化

調査・予測の手法の概要

環境要素 調査項目 予測手法 

人と自然と

の触れ合い

活動の場 

自然歩道  自然歩道の利用状況 
 調査結果と工事計画をもとに、自然歩道等の利
用状況への影響を定性的に予測 

景 観 
主要な眺望点 

からの景観 

 主要な眺望点からの眺
望景観 

 事業計画をもとに、主要な眺望点からの眺望景
観のフォトモンタージュを作成し、現況写真と

比較することにより、視覚的変化を定量的に予

測 

地球温暖化
温室効果ガス 

（二酸化炭素）

 事業の実施による二酸
化炭素の排出量・吸収

量 

 事業計画の諸元及び排出量原単位をもとに、工
事並びに工事関連車両の走行による二酸化炭素

の排出量を定量的に予測 

 太陽光発電事業による二酸化炭素の排出量の削
減効果を、森林伐採による二酸化炭素の吸収量

の減少分とあわせて定量的に予測 

光 害
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙによる

反射光
― 

 ソーラーパネルによる反射光の光跡を、モデル
式を用いたシミュレーションにより予測 

微気象変化

ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ周辺の

気温変化 

 類似施設及びその周辺
における気温 

 類似調査結果をもとに、ソーラーパネル周辺で
の気温変化を定性的に予測 

事業実施区域周

辺の風況変化 

 事業実施区域内及びそ
の周辺における風況 

 3 次元流体解析による事業実施区域周辺の風況
変化を定量的に予測 

● 評価の手法

調査・予測結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、事業の実施による環境へ

の影響が、事業者により実行可能な範囲内で回避・低減されているか、環境保全につ

いての配慮が適正になされているかを検討し、評価します。

また、国、県、市によって、環境基準等や環境保全に関する施策等が示されている

場合は、それらとの整合が図られているかを評価します。
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環境影響評価結果の概要

● 大気質

調査地点と予測地点は下図に示すとおりです。
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調査結果の概要

【地上気象】

年間の最多風向は南東、月間最大平均風速は 2.08m/sでした。

【大気環境】

事業実施区域周辺 1箇所の調査結果（二酸化窒素〔0.004～0.033ppm〕、浮遊粒子状
物質は〔0.013～0.080mg/m3〕）は、環境基準値を下回りました。

【粉じん等】

事業実施区域周辺 2箇所の調査結果（0.31～3.1t/km2/月）は、参考値を下回りまし
た。

影響の予測

【重機の稼働に伴う排出ガスの影響】

重機の稼働に伴う排ガス（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）の予測結果は指針値及

び環境基準値を下回りました。

予測項目 予測地点 予測値（日平均値の年間 98%値） 環境基準値 評価

二酸化窒素 
St.1 0.020 ppm

0.06 ppm
○ 

St.2 0.017 ppm ○ 

予測項目 予測地点 予測値（1時間値） 指針値 評価

二酸化窒素 
St.1 0.036 ppm

0.2 ppm
○ 

St.2 0.034 ppm ○ 

予測項目 予測地点 予測値（日平均値の 2%除外値） 環境基準値 評価

浮遊粒子状物質
St.1 0.049 mg/m3

0.10 mg/m3
○ 

St.2 0.049 mg/m3 ○ 

予測項目 予測地点 予測値（1時間値） 環境基準値 評価

浮遊粒子状物質
St.1 0.080 mg/m3

0.20 mg/m3
○ 

St.2 0.080 mg/m3 ○ 

【資材運搬車両の走行に伴う排出ガスの影響】

資材運搬車両の走行に伴う排ガス（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質）の予測結果は

環境基準値を下回りました。

予測項目 予測地点 予測値（日平均値の年間 98%値） 環境基準値 評価

二酸化窒素 
St.1 0.017 ppm

0.06 ppm
○ 

St.2 0.017 ppm ○ 

予測項目 予測地点 予測値（日平均値の 2%除外値） 環境基準値 評価

浮遊粒子状物質
St.1 0.047 mg/m3

0.10 mg/m3
○ 

St.2 0.047 mg/m3 ○ 
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【重機の稼働に伴う降下ばいじんの影響】

重機の稼働に伴う降下ばいじんの予測結果は参考値を下回りました。

季節 月 
St.1 

(t/km2/月) 

St.2 

(t/km2/月) 

参考値 

(t/km2/月) 
評価

春季

3月 6.45 5.61

10 

○ 

4 月 5.09 5.07 ○ 

5 月 4.48 5.07 ○ 

夏季

6月 6.45 4.20 ○ 

7 月 3.01 3.76 ○ 

8 月 5.60 4.09 ○ 

秋季

9月 7.31 5.51 ○ 

10 月 7.15 5.86 ○ 

11 月 7.43 6.29 ○ 

冬季

12 月 5.43 6.54 ○ 

1 月 5.86 7.83 ○ 

2 月 3.21 6.49 ○ 

【資材運搬車両の走行に伴う降下ばいじんの影響】

資材運搬車両の走行に伴う降下ばいじんの予測結果は参考値を下回りました。

季節 月 
St.1 

(t/km2/月) 

St.2 

(t/km2/月) 

参考値 

(t/km2/月) 
評価

春季 

3 月 0.0002 0.0002

10 

○ 

4 月 0.0002 0.0002 ○ 

5 月 0.0002 0.0002 ○ 

夏季 

6 月 0.0002 0.0002 ○ 

7 月 0.0003 0.0003 ○ 

8 月 0.0002 0.0002 ○ 

秋季 

9 月 0.0002 0.0002 ○ 

10 月 0.0002 0.0002 ○ 

11 月 0.0001 0.0002 ○ 

冬季 

12 月 0.0001 0.0002 ○ 

1 月 0.0002 0.0002 ○ 

2 月 0.0002 0.0002 ○ 

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中における大気質の影響をできる限

り低減します。

 3次排出ガス対策型建設機械の使用
 エコドライブの徹底（アイドリングストップ、空ぶかしの防止等）

 散水の実施

 タイヤ洗浄機器の設置

評 価

以上から、事業の実施による大気質の影響については、事業者の実行可能な範囲で

できる限り回避・低減されていると評価します。
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● 騒音・低周波音

調査地点と予測地点は下図に示すとおりです。
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調査結果の概要

【一般環境（騒音・低周波音）】

事業計画地周辺 2箇所における騒音調査結果（昼間〔40dB、42dB〕、夜間〔35dB、
40dB〕）は、環境基準値を下回りました。また、事業計画地周辺２箇所における低周波
音調査結果は、参照値（心身に係る苦情に関する参照値及び物的苦情に関する参照値）

を下回りました。

【道路交通騒音・交通量】

事業計画地周辺の主要道路 2箇所における調査結果（昼間：69dB、65dB）は、環境
基準値を下回りました。なお、日交通量は約 14,000台/日でした。

【設備の稼働に伴う騒音・低周波音】

類似施設に設置されている発電設備の等価騒音レベルは 53～57dB、騒音レベルの
90%レンジ上端値は 55～58dB、G特性音圧レベルは 45～54dBでした。

影響の予測

【重機の稼働に伴う騒音の影響】

重機の稼働に伴う騒音の予測結果は規制基準値を下回りました。

予測地点 騒音レベルの 90%レンジ上端値 規制基準値

St.1 73 dB
85 dB

St.2 60 dB

【資材運搬車両の走行に伴う騒音の影響】

資材運搬車両の走行に伴う騒音の予測結果は環境基準値と要請限度値を下回りまし

た。

予測地点 等価騒音レベル 環境基準値 要請限度値 

St.1 69 dB
70 dB 75 dB

St.2 65 dB

【施設稼働に伴う騒音の影響】

施設の稼働に伴う騒音の予測結果は参考基準値（特定工場等に係る騒音の規制基準）

と環境基準値を下回りました。

予測地点 騒音レベルの 90%レンジ上端値 参考基準値 

St.1 36 dB 朝夕：60 dB 

昼間：50 dBSt.2 33 dB

予測地点 等価騒音レベル 環境基準値

St.1’ 42 dB
55 dB

St.2’ 43 dB



15

【施設稼働に伴う低周波音の影響】

施設の稼働に伴う低周波音の予測結果は参照値（心身に係る苦情に関する参照値及

び物的苦情に関する参照値）を下回りました。

予測地点 G特性音圧レベル 
心身に係る苦情に 
関する参照値 

St.1 48 dB
92 dB

St.2 48 dB

単位：dB 

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中と供用後における騒音・低周波音

の影響をできる限り低減します。

 低騒音型建設機械の使用

 エコドライブの徹底（アイドリングストップ、空ぶかしの防止等）

 必要に応じた防音シートの設置

 資材運搬車両の走行速度の低減

 低騒音型の設備機器の検討

評 価

以上から、事業の実施による騒音・低周波音の影響については、事業者の実行可能

な範囲でできる限り回避・低減されていると評価します。

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
中心周波数（Hz）

0.8 1 1.3 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80

現地調査結果 45 44 42 41 40 39 37 37 35 34 32 34 36 36 35 35 34 34 34 33 30

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
寄与分

16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

サブ変電
寄与分

26 25 21 17 16 15 14 13 13 13 13 13 14 17 21 18 17 17 16 18 22

スイッチギア
寄与分

8 7 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予測結果
合成値

45 44 42 41 40 39 38 37 35 34 32 34 36 36 35 35 34 34 34 33 30

心身に係る苦情
に関する参照値

92 88 83 76 70 64 57 52 47 41

物的苦情に関する
参照値

70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99

St.1

1/3ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
中心周波数（Hz）

0.8 1 1.3 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80

現地調査結果 40 40 38 38 36 32 32 30 29 28 29 31 36 36 34 33 33 32 31 30 28

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
寄与分

15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

サブ変電
寄与分

24 23 19 16 14 14 13 13 13 13 13 13 13 15 19 16 16 16 15 16 20

スイッチギア
寄与分

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

予測結果
合成値

40 40 38 38 36 32 32 30 29 28 30 32 36 36 34 33 33 32 31 30 28

心身に係る苦情
に関する参照値

92 88 83 76 70 64 57 52 47 41

物的苦情に関する
参照値

70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99

St.2
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● 振 動

調査地点と予測地点は下図に示すとおりです。
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調査結果の概要

【一般環境（振動）】

事業計画地周辺 2 箇所における調査結果は、昼夜ともに人の感覚閾値を下回りまし
た。

【道路交通振動】

事業計画地周辺の主要道路 2箇所における調査結果（昼間〔39dB、36dB〕）は、規
制基準値を下回りました。

【設備の稼働に伴う振動】

類似施設に設置されている発電設備の振動レベル 90%レンジ上端値は 25dB以下で
した。

影響の予測

【重機の稼働に伴う振動の影響】

重機の稼働に伴う振動の予測結果は規制基準値を下回りました。

予測地点 振動レベルの 80%レンジ上端値 規制基準値 

St.1 33 dB
75 dB

St.2 29 dB

【資材運搬車両の走行に伴う振動の影響】

資材運搬車両の走行に伴う振動の予測結果は要請限度値を下回りました。

予測地点 振動レベルの 80%レンジ上端値 要請限度値 

St.1 39 dB
70 dB

St.2 37 dB

【施設稼働に伴う振動の影響】

施設の稼働に伴う振動の予測結果は人の感覚閾値を下回りました。

予測地点 振動レベルの 80%レンジ上端値 感覚閾値 

St.1 25 dB
55 dB

St.2 25 dB

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中・供用後における振動の影響をで

きる限り低減します。

 低振動型建設機械の使用

 エコドライブの徹底（アイドリングストップ、空ぶかしの防止等）

 必要に応じた防音シートの設置

 資材運搬車両の走行速度の低減

 設備機器設置部の基礎強化

評 価

以上から、事業の実施による振動の影響については、事業者の実行可能な範囲でで

きる限り回避・低減されていると評価します。
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● 水 質

調査結果の概要

【平常時の河川水質】

生活環境項目に係る調査結果によれば、概ね環境基準を下回っていたが、pHについ
ては、志染川地点の春季調査で環境基準を上回っており、大腸菌群数については夏季、

秋季の全地点で環境基準値を上回っていました。

【降雨時の河川水質】

降雨時の SS濃度は、各地点とも 10mm/hr前後の降雨が数時間継続した後に最大値
を示しており、岩谷川で 1,200mg/L、氷越谷川で 730mg/L、志染川で 610mg/L とな
っていました。

影響の予測

工事中の調整池から流出する濁水（SS）濃度は、通常の降雨時において、南側調整
池放流口で 30mg/L、北東側調整池放流口で 80mg/Lと予測されました。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中における水質の影響をできる限り

低減します。

 仮設沈砂池や土砂流出防止柵の設置

 切土・盛土法面への種子吹付による早期緑化

評 価

工事中の降雨時における調整池からの放流水の SS濃度は、30～80mg/Lであり、事
業実施区域周辺の河川における降雨時の SS濃度よりも低い値となっていました。
また、「開発事業に関する技術的指導基準」（平成 26年 5月、広島県）によれば、“通
常の降雨時において沈砂池などからの排水口における排水の浮遊物質量（SS）は，原
則として 200mg/L 以下とすること。”とされており、予測結果はこの基準を満足する
ことになることから、工事中の通常の降雨時における調整池からの放流される濁水が、

周辺公共用水域に著しい影響を及ぼすことはなく、実行可能な範囲でできる限り回避・

低減されていると評価します。

また、環境保全に関する施策・基準等との整合も図られ、環境保全への配慮が適正

になされていると評価します。
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● 地 盤

影響の予測

事業の実施に伴い切土区域については、現況の地質構造が保たれるため、地盤の安

定性に大きな変化は生じないものと考えられます。一方、盛土区域については、地盤

の安定性に変化が生じることも考えられますが、造成の設計は、「森林法の開発許可制

度について」（兵庫県農政環境部、平成 30年 4月）で示されている「森林開発に係る
技術基準」に準拠して行い、土木工学的に安定した法面勾配にするとともに、地盤の

安定性を確保するため、高さ 15m以上の高盛土は造成しない計画としました。
以上のことから、施設供用時における地盤の安定性は確保されるものと予測されま

す。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、事業の実施に伴う地形改変による地盤の

安定性は確保します。

 段切りの施工や防災小堰堤の設置

 法面への小段の設置

 切土・盛土法面への種子吹付による早期緑化

評 価

本事業の実施にあたっては、造成の設計は、「森林法の開発許可制度について」（兵

庫県農政環境部、平成 30年 4月）で示されている「森林開発に係る技術基準」に準拠
して行い、土木工学的に安定した法面勾配にするとともに、地盤の安定性を確保する

ため、高さ 15m以上の高盛土は造成しない計画としました。また、段切りの施工、防
災小堰堤の設置、法面への小段の設置、切土・盛土法面への種子吹付による早期緑化

等の環境保全措置を講じることにより、地形改変に伴う地盤の安定性を十分確保する

計画としました。

以上のことから、事業の実施に伴う地盤への影響については、事業者の実行可能な

範囲でできる限り回避・低減されていると評価します。
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● 植 物

調査結果の概要

【植物相】

事業実施区域及びその周辺で、135科 727種の植物（維管束植物+藻類）を確認しま
した。

【植生】

事業実施区域及びその周辺では、アベマキ－コナラ群落、竹林、スギ－ヒノキ植林

など合計 20群落に区分しました。

影響の予測

確認された 22種の重要種のうち、7種（コヒロハハナヤスリ、タコノアシ、ギンラ
ン等）は地形改変等の直接的影響により、生育環境の一部が改変されると予測されま

した。

また、造成工事に伴い生じた裸地に先駆的に外来種（ベニバナボロギク、セイタカ

アワダチソウ等）が繁茂することが予測されました。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中・供用後における植物への影響を

できる限り低減・代償します。

 移植先の環境整備（樹木の伐採、草刈り等による日当たりの確保）

 改変区域内の生育個体等の移植

 移植先の維持管理（被圧植物の除草）

 立入防止ロープ柵の設置（改変区域の境界部付近のギンラン生育地）

外来種については、以下の低減措置を講じることにより、改変区域内の裸地での先

駆性外来種の繁茂を抑制する計画とします。

 工事用タイヤの洗浄

 法面の早期緑化

 緑化種の配慮（神戸市生物多様性の保全に関する条例で定められた植物種を使用

しない）

評 価

以上から、事業の実施による植物への影響については、事業者の実行可能な範囲で

できる限り回避・低減または代償されていると評価します。
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● 動 物

調査結果の概要

【哺乳類】

事業実施区域及びその周辺で、6目 10科 17種の哺乳類を確認しました。
【一般鳥類】

事業実施区域及びその周辺で、12目 30科 67種の一般鳥類を確認しました。
【猛禽類】

事業実施区域及びその周辺で、2目 2科 9種の猛禽類を確認しました。
【爬虫類】

事業実施区域及びその周辺で、2目 8科 14種の爬虫類を確認しました。
【両生類】

事業実施区域及びその周辺で、2目 7科 13種の両生類を確認しました。
【昆虫類】

事業実施区域及びその周辺で、19目 201科 755種の昆虫類を確認しました。
【陸産貝類】

事業実施区域及びその周辺で、3目 12科 39種の陸産貝類を確認しました。
【魚類】

事業実施区域及びその周辺で、5目 9科 16種の魚類を確認しました。
【底生動物】

事業実施区域及びその周辺で、23目 94科 226種の底生動物を確認しました。

影響の予測

【哺乳類】

確認された 11種の重要種のうち、7種（ヒミズ、コウベモグラ、ニホンリス等）は
地形改変等の直接的影響により、生息環境の一部が改変されると予測されました。

【一般鳥類】

確認された 18種の重要種すべてが地形改変等の直接的影響により、生息環境の一部
が改変されると予測されました。

【猛禽類】

確認された 8 種の重要種のうち、2 種（オオタカ、ハチクマ）は地形改変等の直接
的影響により、繁殖ペアの生息環境の一部が改変されると予測されました。

【爬虫類】

確認された 7種の重要種のうち、3種（ニホンイシガメ、ジムグリ、ヒバカリ）は地
形改変等の直接的影響により、生息環境の一部が改変されると予測されました。

【両生類】

確認された 10種の重要種のうち、7種（カスミサンショウウオ、ニホンヒキガエル、
タゴガエル等）は地形改変等の直接的影響により、生息環境の一部が改変されると予

測されました。
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【昆虫類】

確認された 39 種の重要種のうち、25 種（マルタンヤンマ、タベサナエ、フタスジ
サナエ等）は地形改変等の直接的影響により、生息環境の一部が改変されると予測さ

れました

【陸産貝類】

確認された 6 種の重要種のうち、3 種（ヒメカサキビ、ケハダビロウドマイマイ、
ギュウリキマイマイ）は地形改変等の直接的影響により、生息環境の一部が改変され

ました。

【魚類】

確認された 5 種の重要種のうち、3 種（ドジョウ、ミナミメダカ、シマヒレヨシノ
ボリ）は地形改変等の直接的影響により、生息環境の一部が改変されると予測されま

した。

【底生動物】

予測の結果、確認された 6 種の重要種のうち、5 種（オオタニシ、ヒラマキミズマ
イマイ、イシガイ等）は地形改変等の直接的影響により、生息環境の一部が改変され

ると予測されました。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中・供用後における動物への影響を

できる限り低減・代償します。

 低騒音・低振動型重機の使用

 仮設沈砂池、土砂流失防止柵の設置

 残置森林の確保（施設用地の周囲に約 64haの樹林地を配置）
 造成森林の整備（施設用地中央部と北端部に自然植生に配慮した苗木を植栽）

 小動物保護側溝（スロープ付き側溝）の設置

 工事予定区域における電子防鳥機の使用（改変区域での営巣を事前に防止）

 エコドライブの徹底（アイドリングストップ、空ぶかしの防止等）

 水鳥の生息水域の確保（南側調整池の湛水）

 工事区域の調整

 コンディショニング（工事に対する馴化）

 改変区域内の生息個体の移設

 移設先の環境整備（湿地の泥上げによる水域の拡大）

 移設先の維持管理（湿地の泥上げによる水域の維持）

外来種のアライグマについては、以下の環境保全措置を講じることにより、外来種

の生息への影響を低減する計画としました。

 工事区域における生ゴミ等の管理の徹底

評 価

以上から、事業の実施による動物への影響については、事業者の実行可能な範囲で

できる限り回避・低減または代償されていると評価します。
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● 生態系

調査結果の概要

【上位性注目種（オオタカ）】

オオタカは、平成 29年に 44例、平成 30年に 54例、2繁殖期で計 98例を確認し
ました。事業実施区域及びその周辺に 2 ペアが生息し、平成 30 年には 2 ペアともに
繁殖の成功を確認しました。

【典型性注目種（カスミサンショウウオ）】

カスミサンショウウオは、事業実施区域及びその周辺の広い範囲で生息を確認しま

した。湿地、水たまり、池などの水域では、早春季には卵のうと成体、春季・夏季には

幼生を確認しました。

【特殊性注目種（タコノアシ）】

タコノアシは、改変区域内の 8箇所で生育を確認しました。
影響の予測

【上位性注目種（オオタカ）】

工事の実施及び施設の存在・供用により、オオタカ繁殖ペアの営巣中心域への影響

はないものの、高利用域の一部に直接的・間接的な影響が及ぶものと予測されました。

【典型性注目種（カスミサンショウウオ）】

工事の実施及び施設の存在・供用により、カスミサンショウウオの生息環境の一部

に直接的・間接的な影響が及ぶものと予測されました。

【特殊性注目種（タコノアシ）】

工事の実施により、タコノアシの生育確認箇所はすべて消失すると予測されました。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中・供用後における動物への影響を

できる限り低減・代償します。

 工事区域の調整

 コンディショニング（工事に対する馴化）

 低騒音・低振動型重機の使用

 エコドライブの徹底（アイドリングストップ、空ぶかしの防止等）

 仮設沈砂池、土砂流出防止策の設置

 残置森林の確保（施設用地の周囲に約 64haの樹林地を配置）
 造成森林の整備（施設用地中央部、北端部に自然植生に配慮した苗木を植栽）

 移植・移設先の環境整備、維持管理

 改変区域内の生育個体、採取種子、埋土種子を含む表土の移植、生息個体の移設

 小動物保護側溝（スロープ付き側溝）の設置

評 価

以上から、事業の実施による生態系の注目種への影響については、事業者の実行可

能な範囲でできる限り回避・低減または代償されていると評価します。
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● 人と自然との触れ合い活動の場

調査結果の概要

春季及び秋季調査の結果、事業実施区域南側の自然歩道の利用者は、春季に 49名、
秋季に 62名で、主な利用目的は散歩、ウォーキング、ランニングでした。

影響の予測

工事中の資材運搬車両の通行による自然歩道の利用への影響は小さいと予測されま

した。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、工事中における自然歩道の利用者への影

響をできる限り低減します。

 資材運搬の時間の調整（自然歩道の利用頻度の高い時間を避ける）

 交通誘導員の配置

 事業実施区域の進入路への散水

 資材運搬車両のタイヤ洗浄

評 価

以上から、事業の実施に伴う人と自然との触れ合いの活動の場への影響については、

事業者の実行可能な範囲でできる限り回避・低減または代償されていると評価します。
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● 景 観

調査結果の概要

事業計画地周辺の 5地点において、主要な眺望景観の状況を撮影しました。

【現況の眺望景観（下図は 5地点のうちの 1地点）】

影響の予測

将来の眺望変化を把握するため、フォトモンタージュを作成しました。

事業計画地が視認できますが、眺望景観の変化は小さいと予測されました。

【フォトモンタージュ結果（下図は 5地点のうちの 1地点）】

事業実施区域方向
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【60°円錐内の景観構成要素（下図は 5地点のうちの 1地点）】

  注）人間がある対象を眺める際、両眼で視認している範囲は左右各々60°上下各々70～80°とされており、
景観検討においては、視野 60°の範囲を人々の景観視認範囲として用います。
上図の「60°円錐」とは、事業実施区域を中心とした視野 60°の範囲を示し、その範囲内の景観構
成要素を“空域”“樹林帯”“人工緑地”“農地”“人工物”“事業計画地”の 6つに分類し着色してい
ます。そして、現況と将来で各景観要素の変化の割合を下表で比較しています。

凡例 景観構成要素区分 現況(%) 将来(%) 変化率（%） 

 空 域 29.9 29.9

 樹 林 域 21.6 20.7 構造物（-1.0） 

 人 工 緑 地 0.0 0.0

 農 地 33.8 33.8

 人 工 物 14.6 14.6

 事 業 計 画 地 0.0 1.0 構造物（+1.0） 

合計 100 100

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、供用後における景観の影響をできる限り

低減します。

 残置森林の確保

 造成森林の整備（自然植生に配慮した苗木の植栽）

評 価

以上から、事業の実施による景観への影響については、事業者の実行可能な範囲で

できる限り回避・低減されていると評価します。
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● 地球温暖化（温室効果ガス）

調査結果の概要

改変区域内において、樹林タイプを代表すると思われる場所に方形区を設定し、樹

高 2.5m以上の樹木について樹種、胸高直径、樹高を測定して材積量を算出しました。

影響の予測

森林伐採に伴う二酸化炭素吸収量の減少分と重機の稼働及び関係車両の走行による

二酸化炭素排出量の増加分、さらに太陽光発電に伴う二酸化炭素排出量の削減分を比

較し、事業実施に伴う二酸化炭素の収支を算出しました。

工事中には、森林伐採、重機の稼働、関係車両の走行により、40,731 t-CO2が発生

します。また、森林伐採に伴って、二酸化炭素吸収量が年間 1,787 t-CO2減少し、事業

実施期間である 20年間での二酸化炭素吸収量の減少は 35,740 t-CO2になります。

一方、本事業の実施による年間予想発電量は 38,907千 kWhとなり、二酸化炭素排
出係数を基に、この発電量を二酸化炭素削減量に換算しますと、年間 14,396t-CO2に

なります。事業実施期間である 20年間では、287,920t-CO2の削減量になります。

以上のことから、工事中の二酸化炭素排出量 40,731 t-CO2と、森林伐採に伴う 20
年間の二酸化炭素吸収量の減少分 35,740 t-CO2の合計と、太陽光発電に伴う二酸化炭

素排出量の削減分 287,920t-CO2を比べると、事業実施期間（20年間）では、211,449 
t-CO2が削減されることになります。

環境保全措置

事業の実施により、二酸化炭素の排出量削減に大きく貢献すると考えられますが、

以下の環境保全措置を講じることにより、工事の実施による影響のさらなる低減に努

めます。

 排出ガス対策型建設機械や低排出ガス車の使用

 エコドライブの徹底（アイドリングストップ、空ぶかしの防止等）

 重機等の適切な点検・整備の実施

 伐採木を可能な限り資源化し、利用することに努める

評 価

本事業の実施にあたっては、排出ガス対策型建設機械や低排出ガス車の使用、エコ

ドライブの徹底（アイドリングストップ、空ぶかしの防止等）、重機等の適切な点検・

整備の実施、伐採木の資源化による利用等の環境保全措置を講じることにより、工事

の実施に伴う温室効果ガスの排出をできる限り低減する計画としました。

このことから、事業の実施による温室効果ガスの影響については、事業者の実行可

能な範囲でできる限り回避・低減されていると評価します。

また、国、県または市の環境保全に関する施策・基準等との整合も図られ、環境保

全への配慮が適正になされていると評価します。
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● 光 害

影響の予測

春分（秋分）、夏至及び冬至におけるソーラーパネルによる反射光の予測結果によれ

ば、事業実施区域周辺の住居において、反射光による影響が生じることはないものと

考えられます。

また、事業実施区域及び周辺には、オオタカ、ハチクマの生息が確認されています

が、営巣木を利用する春分あるいは夏至において、ソーラーパネルからの反射光が到

達することはなく、オオタカ、ハチクマの繁殖活動への影響はないものと考えられま

す。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、事業の実施に伴うソーラーパネルの反射

光による影響をより低減します。

 残置森林の確保

 造成森林の整備

評 価

本事業の実施にあたっては、残置森林の確保、造成森林の整備等の環境保全措置を

講じることにより、施設供用時におけるソーラーパネルの反射光の影響をできる限り

低減する計画としています。

以上のことから、事業の実施に伴う光害の影響については、事業者の実行可能な範

囲でできる限り回避・低減されていると評価します。
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● 微気象変化

調査結果の概要

【ソーラーパネル周辺の気温変化】

ソーラーパネル周辺の気温変化の将来予測を実施する上での基礎資料を把握するた

め、対象事業と発電規模が類似する現在稼働中のソーラー発電所内（西日本）で類似

施設調査を行いました。

類似施設調査地点と調査のイメージ図は次のページに示すとおりです。

 ソーラーパネル集積部（地点 A）とその風下側（地点 B）において風向・風速、気
温を測定し気温変化の把握を行いました。〔類似調査①〕

 改変区域周辺に存在する緑地帯（残置森林）の冷却効果を確認するため、緑地帯を

通過後（地点 C）の気温を測定し、効果の把握を行いました。〔類似調査②〕

調査結果は以下のとおりです。

地点 Aと地点 Bの気温差は-0.21℃であったのに対し、地点Ａと地点Ｃの気温差は-
0.90℃でした。
また、ソーラーパネルの影響のない類似施設の外側における気温測定結果と対比す

るため、類似施設が存在する自治体に設置されている地域気象観測所の観測結果と比

較した結果、類似施設内との気温差は-0.8℃～0.1℃でした。

【事業実施区域周辺の風況】

事業実施区域内において補足的に実施した風況観測結果によれば、夏季（6月～9月）
における卓越風向は、NNE（北北東）であり、平均風速は、1.1m/sでした。
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〔類似調査①〕 ソーラーパネル 

集積部の気温 

(地点 A) 

風下側 

の気温 

(地点 B) 

一定の風速

約 250m 

約 100m 

〔類似調査②〕 

ソーラーパネル 

集積部の気温 

(地点 A) 

風下側 

の気温 

(地点 C) 

一定の風速 約 350m 

※発電規模 神戸山田太陽光発電所：40MW、類似施設：37MW

約 150m 

地点 A 

地点 B 

地点 C 
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影響の予測

【ソーラーパネル周辺の気温変化】

類似施設での調査結果によると、樹林帯（幅 50m程度）が存在する事による気温の
低減効果（0.9℃低下）がみられました。
一方、本事業では、事業実施区域の近傍住居とソーラーパネルの間には幅 90mに樹
林帯が存在しており、類似施設の気温差（-0.9℃）以上の気温低下が期待されることか
ら周辺地域への影響は小さいものと予測されます。

ソーラーパネル 

設置区域

事業実施区域

残置森林

隣接する樹林

近接住居

凡　　例

ソーラーパネル
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【事業実施区域周辺の風況変化】

施設の供用後においては、事業実施区域南側の第１調整池付近の近接住居付近にお

いて、現況に比較して 0.3m/s程度風速が低減するものの、その他の周辺地域において
は、大きく風速が変化する区域の出現は予測されませんでした。

環境保全措置

以下の環境保全措置を講じることにより、事業実施に伴う微気象変化をできる限り

低減します。

 残置森林の確保

 造成森林の整備（自然植生に配慮した苗木の植栽）

評 価

以上から、事業の実施による微気象変化の影響については、事業者の実行可能な範

囲でできる限り回避・低減されていると評価します。
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事後調査計画

● 事後調査の実施項目の選定

本事業の実施に伴う環境影響の予測及び評価の結果から、事後調査を行う必要があ

る項目を検討しました。その結果、下表に示すように大気質、騒音、低周波音、振動、

水質、植物、動物、生態系、景観、地球温暖化（温室効果ガス）、光害及び微気象変化

の計 12項目を事後調査の対象項目として選定しました。

事後調査の対象項目

   調査内容

環境要素 

工事中 存在・供用 

環境調査 施設調査 環境調査 施設調査 

大気質 ○ ○   

騒 音 ○ ○ ○ ○ 

低周波音   ○ ○ 

振 動 ○ ○ ○ ○ 

水 質 ○ ○   

地 盤     

植 物 ○ ○ ○ ○ 

動 物 ○ ○ ○ ○ 

生態系 ○ ○ ○ ○ 

人と自然との 
触れ合い活動の場 

景 観    ○ 

地球温暖化 
（温室効果ガス）    ○ 

光 害    ○ 

微気象変化    ○ 
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● 事後調査計画

工事前から工事中及び供用後の事後調査計画（案）を以下に示します。

工事前から工事中の事後調査計画（案）

環境要素 環境調査 施設調査 

大気質 
工事中の降下ばいじん量 

（事業実施区域周辺 2地点、工事最盛期） 

工事中の環境保全措置の実施状況 

騒 音 
工事中の騒音 

（事業実施区域周辺の 2地点、工事最盛期）

工事中の環境保全措置の実施状況 

振 動 
工事中の振動 

（事業実施区域周辺の 2地点、工事最盛期）

工事中の環境保全措置の実施状況 

水 質 
工事中の浮遊物質量（SS）濁度、流量 

（事業実施区域周辺の河川 3地点、降雨時）

工事中の環境保全措置の実施状況 

植 物 

移植対象種の生育状況 

（事業実施区域内、各種の調査適期） 

工事前の個体移植等の実施 

（事業実施区域内、各種の移植適期） 

工事中の環境保全措置の実施状況 

動 物 

移設対象種の生息状況 

（事業実施区域内、各種の調査適期） 

工事前の個体移設等の実施 

（事業実施区域内、各種の移設適期） 

工事中の環境保全措置の実施状況 

生態系 

上位性・典型性・特殊性の注目種の生息・ 

生育状況 

（事業実施区域及びその周辺、各種の 

調査適期） 

工事前の個体移設・移植等の実施 

（事業実施区域内、各種の移植・移設適期）

工事中の環境保全措置の実施状況 
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供用後の事後調査計画（案）

環境要素 環境調査 施設調査 

騒音・低周波音

施設の稼働による騒音・低周波音 

（事業実施区域周辺 2地点、施設の稼働が定

常状態にある時期） 

環境保全措置の実施状況 

振 動 

施設の稼働による振動 

（事業実施区域周辺 2地点、施設の稼働が定

常状態にある時期） 

環境保全措置の実施状況 

植 物 
移植対象種の生育状況 

（事業実施区域内、各種の調査適期） 

環境保全措置の実施状況 

動 物 
移設対象種の生息状況 

（事業実施区域内、各種の調査適期） 

環境保全措置の実施状況 

生態系 

上位性・典型性・特殊性の注目種の生息・ 

生育状況 

（事業実施区域及びその周辺、各種の調査 

適期） 

環境保全措置の実施状況 

景 観 
 主要な眺望点からの眺望景観 

（事業実施区域周辺 5地点） 

地球温暖化 

（温室効果ガス）

施設稼働時の発電量 

（二酸化炭素の排出削減量を算出） 

光 害 

（ソーラーパネル

による反射光）

 周辺住居におけるソーラーパネルの反射光の

発生状況 

（事業実施区域周辺） 

微気象変化 

（ソーラーパネル

周辺の気温変化）

 ソーラーパネル周辺における気温変化の状況

（事業実施区域及びその周辺、夏季） 
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参 考

● 経 緯

平成 29年 4月 環境影響評価事前配慮書の提出
平成 29年 10月 環境影響評価実施計画書の提出
平成 31年 3月 環境影響評価書案の提出

● 環境影響評価の手続き

「神戸市環境影響評価等に関する条例」に基づく環境影響評価の手続きは以下のと

おりであり、今回の「評価書案」の手続は太枠の段階のものです。

今後、市民の皆様のご意見をお聞きし、審査会による審議を経て「環境影響評価書」

として取りまとめる予定です。

  環境影響評価手続の流れ

● 評価書案の縦覧について

縦覧場所 縦覧期間 縦覧時間 備考 

神戸市役所 平成 31 年 3 月 22 日（金）～ 

平成 31 年 5 月 7 日（火） 
午前 9時～午後 5時 

土曜日、日曜日 

及び祝日を除く 神戸市北区役所 

評価書案は、下記の神戸市ホームページでもご覧になれます。

http://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/environmental/assessment/juran.html 
              【評価書案に関するお問合せ先】

BayWa r.e.Japan株式会社 
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-１-17松永ビル 4階
TEL：03-6432-0111（午前 9時～午後 5時）

市 事業者 市民

事前配慮書手続き

評価書手続き

(

本
図
書
の
段
階)

評
価
書
案
手
続
き

事業の実施

意見

事業者による説明会

評価書案の公告・縦覧 評価書案の作成

環境影響評価審査会

送付

提出
市民の皆様のご意見

市長意見

意見の写し

送付

送付

実施計画書手続き

調査・予測・評価

公聴会公聴意見書の作成

送付
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● 評価書案の説明会について

評価書案に関する説明会を夜間と昼間に 1回ずつ、計 2回開催します。環境の保全
の見地からの意見のある人は、どなたでも参加することができます。

開催日 開催時間 開催場所 

平成 31 年 4 月 12 日（金） 午後 6時半～午後 8時 北区民センター本館 4階 会議室なでしこ 

平成 31 年 4 月 13 日（土） 午後 2時～午後 3時半 山田地域福祉センター 

● 評価書案に関する意見の受付について

評価書案に関して、環境の保全の見地からの意見のある人は、神戸市長宛てに意見

を提出することができます。

意見の提出方法 意見の提出先 意見の提出期間 

郵送または持参 

による書面の提出 

〒650-8570 

神戸市中央区加納町 6-5-1 

神戸市環境局環境保全部自然環境共生課 
平成 31 年 3 月 22 日（金）～ 

平成 31 年 5 月 7 日（火）まで 

《当日消印有効》 
ファクシミリ 

による書面の送信 

ファクシミリ番号 

078-322-6069 

電子メール送信 

による意見の送信 

電子メールアドレス 

assessment@office.city.kobe.lg.jp 

※意見の提出にあたっての注意事項

(1) 意見の内容を正確に受け付けるため、はっきりとした字で記入してください。
(2) ファクシミリで書面を送信される場合は、用紙の大きさをなるべく A4 として下さい。
(3) 電子メールで意見を送信される場合は、ワープロ文書や添付ファイルではなく、
メール本文中に記載して下さい。

                    【意見の受付に関するお問合せ先】

神戸市環境局環境保全部自然環境共生課

TEL：078-322-6435 


